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ご意見・ご提案

内 容 

9月 12日午前 6時 14分発令の大雨警報についてですが、防災行政

無線では放送されていないようです。 

職場からのメールと、市の緊急情報のメールで知りました。 

警報の発令と解除は、夜間や早朝も関係なく放送しないといけない

のではないでしょうか？ 

危機管理が甘いと思います。 

防災担当の職員が警報発令に伴い、緊急に出勤されるまでのタイム

ラグはあるかも知れませんが、メールは送信されるのに、無線で放送

されないのはどういうことでしょうか？ 

個別無線機は、正常に作動しています、 

事実、朝 6時の音楽は、しっかり流れました。 

なので、聞こえなかったということはありません。 

この件に関して、担当部署からの回答をお願いいたします。 

回   答 

防災行政に関するご意見ありがとうございます。 

防災行政無線の運用についてお尋ねですが、まずもって大雨警報等

の気象警報が気象庁から発表された際の、運用状況についてお知らせ

します。 

大雨警報が発表、解除の際は、防災行政無線の音声での放送は行っ

ておらず、データ送信のみの運用としているところです。 

音声放送については、市民の皆様から様々なご意見をいただいてお

り、その中にはご指摘のように、気象状況などについても詳細に放送

すべきとのご意見もございます。その反面、放送は極力控えてほしい

との内容のご意見もあり、対応に苦慮しているところです。そのため、

現在はメール配信やスマートフォンアプリ「ＦＭプラプラ」などによ

りデータ送信で対応している次第です。 

なお、土砂災害などによる避難情報（避難勧告や避難準備・高齢者

避難開始情報など）や、震度 4以上の地震などの際は、昼夜問わず防

災無線により音声放送をしております。 

 今回いただいたご意見は、検討が必要な課題の一つととらえ、市の

防災計画等を審議する南島原市防災会議にて、警報発表時の防災無線

の放送について審議いただくよう進めてまいります。 

担当課 防災課 


